
JP 4735497 B2 2011.7.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定量のＥＧＲガスを気筒内へ導入することにより予混合燃焼運転を行う圧縮着火式内
燃機関の燃料セタン価判別システムであって、
　前記内燃機関が予混合燃焼運転される時に、ＥＧＲガス量を前記所定量より増加させる
増加手段と、
　前記増加手段によりＥＧＲガス量が増加される過程において、前記内燃機関の燃焼状態
が変化する時のＥＧＲガス量を検出する検出手段と、
　前記検出手段により検出されたＥＧＲガス量に基づいて燃料のセタン価を判別する判別
手段と、
を備えることを特徴とする圧縮着火式内燃機関の燃料セタン価判別システム。
【請求項２】
　請求項１において、前記内燃機関が拡散燃焼運転される時に、燃料噴射時期を所定の目
標燃料噴射時期より遅角させる遅角手段を更に備え、
　前記検出手段は、前記遅角手段により燃料噴射時期が遅角される過程において、前記内
燃機関の燃焼状態が変化する時の燃料噴射時期を検出し、
　前記判別手段は、前記検出手段により検出された燃料噴射時期に基づいて燃料のセタン
価を判別することを特徴とする圧縮着火式内燃機関の燃料セタン価判別システム。
【請求項３】
　請求項１において、前記増加手段は前記内燃機関の一部の気筒へ導入されるＥＧＲガス
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量を前記所定量より増加させ、前記検出手段は前記一部の気筒の燃焼状態が変化する時の
ＥＧＲガス量を検出し、前記判別手段は前記検出手段により検出されたＥＧＲガス量に基
づいて燃料のセタン価を判別することを特徴とする圧縮着火式内燃機関の燃料セタン価判
別システム。
【請求項４】
　所定量のＥＧＲガスを気筒内へ導入することにより予混合燃焼運転を行う圧縮着火式内
燃機関の燃料セタン価判別方法であって、
　前記内燃機関が予混合燃焼運転される時にＥＧＲガス量を連続的若しくは段階的に増加
させつつ前記内燃機関の燃焼状態が変化する時のＥＧＲガス量を検出し、検出されたＥＧ
Ｒガス量が少なくなるほど燃料のセタン価が低いと判別する圧縮着火式内燃機関の燃料セ
タン価判別方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、予混合燃焼運転可能な内燃機関に使用される燃料のセタン価を判別する技術
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、圧縮着火式内燃機関に使用される燃料のセタン価を判別する技術として、内燃機
関の着火時期を加振圧（筒内圧）、機関回転数、或いはトルクなどから推定し、その推定
結果に基づいて燃料のセタン価を判別する方法が知られている（例えば、特許文献１を参
照）。
【特許文献１】特開２００４－３４００２６号公報
【特許文献２】特許第２９３５０００号公報
【特許文献３】特開平５－３４０２９３号公報
【特許文献４】特開２００６－１６９９４号公報
【特許文献５】特開平４－１３６４８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、内燃機関の加振圧（筒内圧）、機関回転数、或いはトルクなどのパラメータ
は、燃料のセタン価以外の要因によってもばらつく場合がある。このため、上記したパラ
メータの変化が比較的小さい場合には、その要因が燃料のセタン価であるか又は他の要因
であるかを判別することが困難である。
【０００４】
　これに対し、セタン価の変化が上記したパラメータに顕著に反映される条件下で、セタ
ン価の判別を行う方法が考えられる。そのような方法としては、燃料噴射時期を故意に遅
角させてセタン価の判別を行う方法が考えられる。
【０００５】
　燃料噴射時期が遅角された場合は燃料の着火遅れ期間が長くなるため、燃料のセタン価
の僅かな変化により着火時期や燃焼状態が顕著に変化する。その結果、上記したようなパ
ラメータによって燃料のセタン価を正確に判別することが可能になる。
【０００６】
　しかしながら、予混合燃焼運転される内燃機関においては、燃料噴射時期が変化させら
れても着火遅れ期間が殆ど変化しない。このため、上記した方法を用いて予混合圧縮着火
式内燃機関の燃料セタン価を正確に判別することは困難である。
【０００７】
　本発明は、上記した実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、予混合圧縮着火式
内燃機関に使用される燃料のセタン価を正確に判別可能な技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】



(3) JP 4735497 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

【０００８】
　本発明は、上記した課題を解決するために、以下のような手段を採用した。すなわち、
本発明は、所定量のＥＧＲガスを気筒内へ導入することにより予混合燃焼運転を行う圧縮
着火式内燃機関の燃料セタン価判別システムであって、前記内燃機関が予混合燃焼運転さ
れる時に、ＥＧＲガス量を前記所定量より増加させる増加手段と、前記増加手段によりＥ
ＧＲガス量が増加される過程において、前記内燃機関の燃焼状態が変化する時のＥＧＲガ
ス量を検出する検出手段と、前記検出手段により検出されたＥＧＲガス量に基づいて燃料
のセタン価を判別する判別手段と、を備えるようにした。
【０００９】
　内燃機関が予混合燃焼運転される時の燃料の着火時期は、気筒内へ導入されるＥＧＲガ
ス量（言い換えれば、気筒内の酸素濃度）に依存する。すなわち、内燃機関が予混合燃焼
運転される時の燃料の着火時期は、気筒内へ導入されるＥＧＲガス量が少なくなるほど早
まるとともに、気筒内へ導入されるＥＧＲガス量が多くなるほど遅くなる。
【００１０】
　よって、内燃機関の予混合燃焼運転時にＥＧＲガス量を規定の量（所定量）より増加さ
せると、燃料のセタン価に起因した燃焼状態の変化が顕著に表れるようになる。例えば、
燃料のセタン価が低くなるほど、燃焼状態が変化し始めるＥＧＲガス量が少なくなる。一
方、燃料のセタン価が高くなるほど、燃焼状態が変化し始めるＥＧＲガス量が多くなる。
【００１１】
　従って、本発明によれば、内燃機関が予混合燃焼運転されている時であっても、燃料の
セタン価を正確に判別することができる。
【００１２】
　本発明において、内燃機関が拡散燃焼運転される時に、燃料噴射時期を所定の目標燃料
噴射時期より遅角させる遅角手段を更に備え、検出手段は遅角手段により燃料噴射時期が
遅角される過程において内燃機関の燃焼状態が変化する時の燃料噴射時期を検出し、判別
手段は検出手段により検出された燃料噴射時期に基づいて燃料のセタン価を判別するよう
にしてもよい。
【００１３】
　かかる構成によれば、内燃機関が予混合燃焼運転状態又は拡散燃焼運転状態の何れの運
転状態にあっても燃料のセタン価を判別可能となる。このため、燃料のセタン価を判別す
る機会が増加する。その結果、内燃機関の運転状態に関わらず早期に燃料のセタン価を判
別可能となる。
【００１４】
　本発明にかかる圧縮着火式内燃機関の燃料セタン価判別システムにおいて、増加手段は
内燃機関の一部の気筒へ導入されるＥＧＲガス量を所定量より増加させ、検出手段は前記
一部の気筒の燃焼状態が変化する時のＥＧＲガス量を検出し、判別手段は検出手段により
検出されたＥＧＲガス量に基づいて燃料のセタン価を判別するようにしてもよい。
【００１５】
　内燃機関の全ての気筒に対してＥＧＲガス量が規定の量（所定量）より増加されると、
全気筒の燃焼状態が不安定となる可能性がある。これに対し、一部の気筒に対してのみＥ
ＧＲガス量が増加されると、前記一部の気筒の燃焼状態が不安定となる可能性はあるもの
の、他の気筒の燃焼状態が安定する。よって、運転者に違和感を与え難い。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、予混合圧縮着火式内燃機関に使用される燃料のセタン価を判別可能と
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の具体的な実施形態について図面に基づいて説明する。
【００１８】
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＜実施例１＞
　先ず、本発明の第１の実施例について図１～図７に基づいて説明する。図１は、本発明
の第１の実施例における内燃機関の概略構成を示す図である。図１に示す内燃機関１は、
４つの気筒２を有する予混合圧縮着火式の内燃機関（ディーゼルエンジン）である。
【００１９】
　内燃機関１の各気筒２には、各気筒２内へ直接燃料を噴射可能な燃料噴射弁３が取り付
けられている。燃料噴射弁３は、コモンレール３０において昇圧された燃料を気筒２内へ
直接噴射する。
【００２０】
　各気筒２には、吸気通路４が連通している。吸気通路４の途中には、ターボチャージャ
５のコンプレッサハウジング５０とインタークーラ６が配置されている。コンプレッサハ
ウジング５０において過給された吸気は、インタークーラ６で冷却された後に各気筒２内
へ導入される。各気筒２内へ導かれた吸気は、燃料噴射弁３から噴射された燃料とともに
着火及び燃焼される。
【００２１】
　各気筒２内で燃焼されたガス（既燃ガス）は、排気通路７へ排出される。排気通路７へ
排出された排気は、排気通路７の途中に配置されたタービンハウジング５１及び排気浄化
装置８を経由して大気中へ放出される。
【００２２】
　前記吸気通路４のインタークーラ６より下流の部位と排気通路７のタービンハウジング
５１より上流の部位は、ＥＧＲ通路９により相互に接続されている。ＥＧＲ通路９の途中
には、該ＥＧＲ通路９の流路断面積を変更するＥＧＲ弁１０と、該ＥＧＲ通路９を流れる
排気（以下、「ＥＧＲガス」と称する）を冷却するためのＥＧＲクーラ１１が配置されて
いる。
【００２３】
　ＥＧＲガスの量は、吸気通路４のインタークーラ６より下流且つＥＧＲ通路９の接続部
より上流の部位に配置された吸気絞り弁１２の開度、および／またはＥＧＲ弁１０の開度
により調量される。
【００２４】
　上記した燃料噴射弁３、ＥＧＲ弁１０、及び、吸気絞り弁１２は、ＥＣＵ１３によって
電気的に制御される。ＥＣＵ１３は、エアフローメータ１４、水温センサ１５、クランク
ポジションセンサ１６、アクセルポジションセンサ１７等の各種センサと電気的に接続さ
れている。
【００２５】
　前記エアフローメータ１４は、吸気通路４を流れる吸気（空気）の量を測定するセンサ
である。水温センサ１５は、内燃機関１を循環する冷却水の温度を測定するセンサである
。クランクポジションセンサ１６は、内燃機関１のクランクシャフトの回転位置を検出す
るセンサである。アクセルポジションセンサ１７は、アクセルペダルの操作量（アクセル
開度）を測定するセンサである。
【００２６】
　ＥＣＵ１３は、上記した各種センサの測定値に基づいて燃料噴射弁３、ＥＧＲ弁１０、
及び吸気絞り弁１２を制御する。例えば、ＥＣＵ１３は、内燃機関１の負荷（アクセル開
度）Ａｃｃｐ及び機関回転数Ｎｅから定まる機関運転状態が図２に示す予混合燃焼運転領
域にある時には、内燃機関１を予混合燃焼運転させる。一方、機関運転状態が図２の拡散
燃焼運転領域にある時は、ＥＣＵ１３は内燃機関１を拡散燃焼運転させる。
【００２７】
　内燃機関１が予混合燃焼運転される場合は、ＥＣＵ１３は、図３に示すように、パイロ
ット噴射量を零に設定（パイロット噴射を停止）するとともに主噴射時期を圧縮上死点よ
り早い時期（圧縮行程の初期又は中期）に設定する。
【００２８】
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　一方、内燃機関１が拡散燃焼運転される場合には、ＥＣＵ１３は、図４に示すように、
パイロット噴射量を零より多い量に設定（パイロット噴射を実行）するとともに主噴射時
期を圧縮上死点近傍に設定する。
【００２９】
　尚、内燃機関１が予混合燃焼運転される場合は、気筒２内の燃料が予混合気を形成する
前に過早着火する可能性があるため、拡散燃焼運転時より多量のＥＧＲガスが気筒２内へ
導入される。
【００３０】
　ところで、内燃機関１の使用過程において、該内燃機関１の設計時に想定された性状と
異なる性状の燃料が使用される可能性がある。例えば、内燃機関１の設計時に想定された
セタン価（以下、「基準セタン価」と称する）より高いセタン価の燃料が使用されたり、
或いは基準セタン価より低いセタン価の燃料が使用されたりする場合がある。
【００３１】
　内燃機関１の燃料として基準セタン価より高いセタン価の燃料が使用された場合は、燃
料が過早着火して騒音等を誘発する可能性がある。一方、内燃機関１の燃料として基準セ
タン価より低いセタン価の燃料が使用された場合は、燃料の着火遅れ期間が長くなってト
ルクの低下や失火などを誘発する可能性がある。
【００３２】
　上記したような不具合の発生を防止するためには、内燃機関１に使用される燃料のセタ
ン価を早期に且つ正確に判別し、その判別結果に応じて燃料の着火時期を適正化する必要
がある。
【００３３】
　燃料のセタン価が基準セタン価より低くなると、燃料の着火性が低下して該燃料の着火
時期が遅くなる。燃料の着火時期が遅くなると、全ての燃料が燃焼する前に筒内圧が低下
するため、燃料が完全燃焼し難くなる。よって、燃料のセタン価が基準セタン価より低く
なると、内燃機関１の機関回転数、燃焼圧、或いはトルクが低下し易い。
【００３４】
　一方、燃料のセタン価が基準セタン価より高くなると、燃料の着火性が向上して該燃料
の着火時期が早くなる。燃料の着火時期が早くなると、筒内圧が低下する前に全ての燃料
が燃焼するため、燃料が完全燃焼し易くなる。よって、燃料のセタン価が基準セタン価よ
り高くなると、内燃機関１の機関回転数、燃焼圧、或いはトルクが上昇し易い。
【００３５】
　従って、内燃機関１の機関回転数、燃焼圧、或いはトルク等をパラメータとして、燃料
のセタン価を判別することができる。しかしながら、内燃機関１の機関回転数、燃焼圧、
或いはトルク等は、燃料のセタン価以外の要因によってもばらつく。このため、上記した
パラメータの変化（基準セタン価の燃料使用時との差）が比較的小さい場合には、その要
因が燃料のセタン価であるか又は他の要因であるかを判別することが困難である。
【００３６】
　これに対し、セタン価の変化が上記したパラメータに顕著に反映される条件下で、セタ
ン価の判別を行う方法が考えられる。そのような方法としては、内燃機関１の拡散燃焼運
転時に燃料噴射時期を故意に遅角させた上でセタン価の判別を行う方法が考えられる。
【００３７】
　内燃機関１の拡散燃焼運転時に燃料噴射時期が遅角されると、燃料の着火遅れ期間が長
くなる。燃料の着火遅れ期間が長くなる条件下では、燃料のセタン価の僅かな変化により
着火時期や燃焼状態が顕著に変化する。その結果、上記したようなパラメータによって燃
料のセタン価を正確に判別することが可能になる。
【００３８】
　しかしながら、内燃機関１が予混合燃焼運転されている時は、燃料噴射時期が変化させ
られても着火遅れ期間が殆ど変化しない。このため、上記した方法を用いて予混合圧縮着
火式内燃機関の燃料セタン価を正確に判別することは困難である。
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【００３９】
　また、内燃機関１の拡散燃焼運転時のみに燃料のセタン価を判別する方法も考えられる
が、判別処理の実行機会が減少するため、燃料のセタン価を早期に判別することができな
い場合がある。さらに、セタン価の差違による燃焼状態の変化は、予混合燃焼運転時と拡
散燃焼運転時とで異なる態様となる可能性もある。よって、予混合燃焼運転時においても
セタン価の判別を行う必要がある。
【００４０】
　そこで、本実施例においては、ＥＣＵ１３は、内燃機関１が予混合燃焼運転されている
時は、気筒２内へ導入されるＥＧＲガス量を増加させてセタン価の判別を行うようにした
。
【００４１】
　内燃機関１の予混合燃焼運転時は、気筒２内へ導入されるＥＧＲガス量が多くなるほど
（気筒２内の酸素濃度が低くなるほど）、燃料の着火遅れ期間が長くなる傾向がある。こ
のため、気筒２内へ導入されるＥＧＲガス量が目標ＥＧＲガス量を上まわると、セタン価
の変化に対して着火遅れ期間の変化が顕著に表れるようになる。
【００４２】
　従って、ＥＣＵ１３は、内燃機関１の予混合燃焼運転時に、ＥＧＲガス量を目標ＥＧＲ
ガス量から徐々に増加させていき、燃焼状態が変化し始めた時のＥＧＲガス量をパラメー
タとして燃料のセタン価を判別するようにした。
【００４３】
　以下、本実施例における燃料セタン価の判別方法について述べる。
【００４４】
　まず、ＥＣＵ１３は、燃料セタン価の判別が必要か否かを判別する。燃料セタン価の判
別が必要な場合としては、燃料が給油された時点から所定期間を例示することができる。
【００４５】
　これは、燃料の給油が行われた時点から既存燃料と給油燃料とが均一に混合するまでに
ある程度の時間がかかり、その間は燃料の性状が経時的に変化するからである。よって、
ＥＣＵ１３は、燃料の給油が行われてから所定期間が経過するまで断続的（例えば、一定
期間毎）又は連続的に燃料セタン価の判別を行う。
【００４６】
　ＥＣＵ１３は、燃料セタン価の判別を行う時に内燃機関１が予混合燃焼運転状態にある
か若しくは拡散燃焼運転状態にあるかを判別する。内燃機関１が予混合燃焼運転状態にあ
る時は、ＥＣＵ１３は、ＥＧＲガス量を目標ＥＧＲガス量より連続的又は段階的に増加さ
せるべくＥＧＲ弁１０および／または吸気絞り弁１２を制御する。
【００４７】
　ＥＣＵ１３は、ＥＧＲガス量が連続的又は段階的に増加する過程において、内燃機関１
の燃焼状態が変化する時のＥＧＲガス量を検出する。そして、ＥＣＵ１３は、検出された
ＥＧＲガス量に基づいて燃料セタン価を判別する。
【００４８】
　ここでいう燃焼状態の変化としては、機関回転数の低下、トルクの低下、或いは失火の
発生を例示することができるが、本実施例では内燃機関１の失火を例に挙げる。失火の発
生を検出する方法としては、内燃機関１のトルク、内燃機関１の燃焼圧、或いは排気ポー
ト近傍における排気温度をパラメータとして検出する方法を例示することができる。
【００４９】
　内燃機関１のトルクは、該内燃機関１が失火した時に著しく低下するため、目標トルク
（燃料が正常に燃焼した時のトルクに相当するトルク）と実際のトルクとの差が所定値以
上となったときに内燃機関１が失火したと判定することができる。内燃機関１の実際のト
ルクは、クランクシャフトの回転角速度から演算することができる。
【００５０】
　内燃機関１の燃焼圧は、該内燃機関１が失火した時に著しく低下するため、目標燃焼圧
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（燃料が正常に燃焼した時の燃焼圧に相当する圧力）と実際の燃焼圧との差が所定値以上
となったときに内燃機関１が失火したと判定することができる。内燃機関１の燃焼圧は、
燃焼圧センサによって測定することができる。
【００５１】
　排気ポート近傍における排気温度は、内燃機関１が失火した時に著しく低下するため、
目標排気温度（燃料が正常に燃焼した時の排気温度に相当する温度）と実際の排気温度と
の差が所定値以上となったときに内燃機関１が失火したと判定することができる。排気ポ
ート近傍における排気温度は、排気ポート若しくは排気ポート直近のエキゾーストマニフ
ォルドに取り付けられた温度センサによって測定することができる。
【００５２】
　尚、本実施例では、内燃機関１のトルクをパラメータとして失火の判定を行う場合を例
に挙げて説明を続ける。
【００５３】
　図５は、ＥＧＲガス量を連続的に増加させた時（ＥＧＲ率を連続的に上昇させた時）に
、気筒当たりのトルクの変化を計測した結果を示す図である。図５において、ＥＧＲ率が
ある程度多くなると、燃料の燃焼安定性が損なわれてトルクが低下し始める。その後、Ｅ
ＧＲ率が更に上昇すると、該気筒２において失火が発生し、気筒当たりのトルクが急激に
低下する。
【００５４】
　そこで、ＥＣＵ１３は、一定期間毎（例えば、クランクシャフトが一定角度回転する度
）に実際のトルク（以下、「実トルク」と称する）を演算し、実際のトルクと目標トルク
との差が所定値△ｔ以上となった時点で失火が発生したと判定するようにしてもよい。
【００５５】
　尚、実トルクの演算値は潤滑油の性状や劣化度合いなどに起因したフリクションのばら
つき等を含むため、失火判定の精度が低くなる可能性がある。そこで、ＥＣＵ１３は、（
１）実トルクの今回の演算値と前回の演算値との相対差が所定値以上となった時に失火が
発生したと判定する方法、（２）ＥＧＲガス量が増加する直前の実トルクの演算値（すな
わち、ＥＧＲガス量が目標ＥＧＲガス量と等しい時の実トルクの演算値）との相対差が所
定値以上となった時に失火が発生したと判定する方法、或いは（３）実トルクの変動幅（
振幅）が所定値以上となった時に失火が発生したと判定する方法、等を用いて失火判定を
行うようにしてもよい。
【００５６】
　ＥＣＵ１３は、上記した方法により失火の発生を判定すると、その時点におけるＥＧＲ
率（以下、「失火開始ＥＧＲ率」と称する）を取得し、その失火開始ＥＧＲ率に基づいて
現時点の燃料セタン価（以下、「実燃料セタン価」と称する）を判別する。
【００５７】
　図６は、失火開始ＥＧＲ率と燃料のセタン価との関係を示す図である。図６において、
失火開始ＥＧＲ率は、燃料のセタン価が低くなるほど低くなるとともに、燃料のセタン価
が高くなるほど高くなる。これら失火開始ＥＧＲ率と燃料セタン価との関係は、予め実験
的に求められてマップ化されているものとする。
【００５８】
　ＥＣＵ１３は、上記した失火開始ＥＧＲ率と図６のマップとを用いて実燃料セタン価を
特定する。
【００５９】
　以上述べた方法によれば、内燃機関１が予混合燃焼運転状態にある時に実燃料セタン価
を正確に判定することができる。その結果、実燃料セタン価が基準セタン価と異なる場合
には、予混合燃焼運転時の目標ＥＧＲガス量を補正することにより、予混合気の着火時期
を適正化することができる。
【００６０】
　例えば、ＥＣＵ１３は、実燃料セタン価が基準セタン価より低い場合は予混合燃焼運転
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時の目標ＥＧＲガス量を減量補正し、実燃料セタン価が基準セタン価より高い場合は予混
合燃焼運転時の目標ＥＧＲガス量を増量補正すればよい。その際の補正量は、実燃料セタ
ン価と基準セタン価との差が大きくなるほど多くされるようにしてもよい。
【００６１】
　このように目標ＥＧＲガス量が実燃料セタン価に応じて補正されると、内燃機関１の予
混合燃焼運転時に予混合気が適正なタイミングで着火及び燃焼するようになる。その結果
、過早着火に起因した騒音の発生、着火遅れに起因したトルクの低下、及び着火遅れに起
因した排気エミッションの悪化を抑制することが可能となる。
【００６２】
　また、燃料セタン価の判別が必要な時に内燃機関１が拡散燃焼運転状態にあると、ＥＣ
Ｕ１３は、ＥＧＲガス量を連続的に増加させる代わりに燃料噴射時期を連続的に遅角させ
て実燃料セタン価を判別するようにしてもよい。
【００６３】
　具体的には、ＥＣＵ１３は、燃料噴射時期を連続的又は段階的に遅角させていき、内燃
機関１が失火し始めた時の燃料噴射時期（以下、「失火開始燃料噴射時期」と称する）を
取得する。図７は、失火開始燃料噴射時期と燃料セタン価との関係を示す図である。
【００６４】
　図７において、失火開始燃料噴射時期は、燃料のセタン価が低くなるほど早くなるとと
もに、燃料のセタン価が高くなるほど遅くなる。これら失火開始燃料噴射時期と燃料セタ
ン価との関係は、予め実験的に求められてマップ化されているものとする。
【００６５】
　ＥＣＵ１３は、上記した失火開始燃料噴射時期と図７のマップとに基づいて実燃料セタ
ン価を特定する。
【００６６】
　更に、ＥＣＵ１３は、実燃料セタン価が基準セタン価より低い場合は燃料噴射時期を進
角補正し、実燃料セタン価が基準セタン価より高い場合は燃料噴射時期を遅角補正しても
よい。その際の補正量は、実燃料セタン価と基準セタン価との差が大きくなるほど多くさ
れるようにしてもよい。
【００６７】
　このように燃料噴射時期が実燃料セタン価に応じて補正されると、内燃機関１の拡散燃
焼運転時に燃料が適正なタイミングで着火及び燃焼するようになる。よって、過早着火に
起因した騒音の発生、着火遅れに起因したトルクの低下、及び着火遅れに起因した排気エ
ミッションの悪化を抑制することが可能となる。
【００６８】
　以上述べたように、予混合燃焼運転状態及び拡散燃焼運転状態の双方の運転状態におい
て燃料セタン価を正確に判別可能になると、判別の機会が増加する。よって、燃料のセタ
ン価を早期に且つ正確に判別することが可能となる。
【００６９】
＜実施例２＞
　次に、本発明の第２の実施例について図８に基づいて説明する。ここでは、前述した第
１の実施例と異なる構成について説明し、同様の構成については説明を省略する。
【００７０】
　前述した第１の実施例では、実燃料セタン価を判別する際に、内燃機関１の全気筒２に
対してＥＧＲガス量の増加および／または燃料噴射時期の遅角を行う例について述べたが
、本実施例では内燃機関１の一部の気筒２のみＥＧＲガス量の増加および／または燃料噴
射時期の遅角を行う例について述べる。
【００７１】
　図８は、本発明の第２の実施例における内燃機関の概略構成を示す図である。同図にお
いて前述した第１の実施例と同様の構成要素については同一の符号を付している。
【００７２】
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　図８において、ＥＧＲ通路９は、インテークマニフォルド７０の集合部に接続されてい
る。また、ＥＧＲ通路９の途中には、サブＥＧＲ通路９０が接続されている。サブＥＧＲ
通路９０は、インテークマニフォルド７０の４つの分岐管の一つ（以下、「特定分岐管」
と称する）に接続されている。
【００７３】
　ＥＧＲ通路９において、サブＥＧＲ通路９０の接続部より下流の部位には、ＥＧＲ弁１
０が配置されている。また、サブＥＧＲ通路９０の途中には、サブＥＧＲ弁１００が配置
されている。サブＥＧＲ弁１００は、ＥＣＵ１３によって電気的に制御されるように構成
されている。
【００７４】
　かかる構成において、サブＥＧＲ弁１００は、燃料のセタン価を判別する必要がない時
は閉弁状態に維持される。この場合、各気筒２へ導入されるＥＧＲガス量は、ＥＧＲ弁１
０の開度調整によって制御される。
【００７５】
　また、燃料のセタン価を判別する必要が生じた場合は、ＥＧＲ弁１０が規定の目標開度
に制御されるとともに、サブＥＧＲ弁１００が徐々に開弁される。この場合、前記特定分
岐管へ流入するＥＧＲガス量のみが徐々に増加する。その結果、特定分岐管と連通する気
筒２（以下、「特定気筒」と称する）のＥＧＲガス量のみが徐々に増加し、他の気筒２の
ＥＧＲガス量は規定の目標ＥＧＲガス量に維持される。
【００７６】
　特定気筒２のＥＧＲガス量が徐々に増加する過程において、ＥＣＵ１３は、失火開始Ｅ
ＧＲ率を取得する。次いで、ＥＣＵ１３は、失火開始ＥＧＲ率と前述した図６のマップと
に基づいて実燃料セタン価を判別する。
【００７７】
　このような方法により実燃料セタン価が判別されると、特定気筒２の燃焼状態が不安定
になるが、他の気筒２の燃焼状態は安定するため、振動やトルク変動の発生が最小限に抑
えられる。その結果、運転者に違和感を与え難くなる。
【００７８】
　尚、前述した図８に示す構成では、特定気筒２が一つの気筒２に固定されるが、特定気
筒２が順次変更されるようにしてもよい。その場合、図９に示すように、各気筒２のＥＧ
Ｒガス量を独立に調整可能な構成が必要となる。
【００７９】
　図９において、ＥＧＲ通路９は、４本のサブＥＧＲ通路９１，９２，９３，９４に分岐
され、それら４本のサブＥＧＲ通路９１，９２，９３，９４がインテークマニフォルド７
０の４本の分岐管と各々接続されている。各サブＥＧＲ通路９１，９２，９３，９４には
、ＥＧＲ弁１０１，１０２，１０３，１０４が配置される。
【００８０】
　このような構成においては、燃料のセタン価を判別する必要が無い時は、４つのＥＧＲ
弁１０１，１０２，１０３，１０４が同一の開度に制御され、全気筒２のＥＧＲガス量が
同量とされる。
【００８１】
　また、燃料のセタン価を判別する必要が生じた時は、ＥＣＵ１３は、４つのＥＧＲ弁１
０１，１０２，１０３，１０４のうち、特定の一つの開度のみを徐々に増加させて失火判
定及び失火開始ＥＧＲ率の取得を行う。その際、特定の一つのＥＧＲ弁は、前回と異なる
ＥＧＲ弁が選択されるものとする。
【００８２】
　このようにして実燃料セタン価の判別が行われると、特定気筒２が一つの気筒２に固定
されなくなる。よって、特定の一つの気筒２内に煤等が堆積することがなくなる。
【００８３】
　尚、図９の構成を用いて燃料のセタン価を判別する場合には、特定気筒が一つである必
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トルク変動が顕著に発生するようになるため、特定気筒の数は極力少ない方が好ましいと
言える。
【００８４】
　また、本実施例では、４気筒の内燃機関を例に挙げたが、気筒数が４つに限られないこ
とは勿論である。さらに、本実施例では直列型の内燃機関を例に挙げたが、Ｖ型の内燃機
関であってもよい。Ｖ型の内燃機関においてバンク毎にＥＧＲ機構が独立している場合は
、一方のバンクのＥＧＲガス量のみを増加させて失火判定及び失火開始ＥＧＲ率の取得が
行われるようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】第１の実施例における内燃機関の概略構成を示す図である。
【図２】内燃機関の予混合燃焼運転領域と拡散燃焼運転領域とを示す図である。
【図３】予混合燃焼運転時の燃料噴射方法を示すタイミングチャートである。
【図４】拡散燃焼運転時の燃料噴射方法を示すタイミングチャートである。
【図５】ＥＧＲ率を連続的に上昇させた時に気筒当たりのトルクの変化を測定した結果を
示す図である。
【図６】失火開始ＥＧＲ率と燃料のセタン価との関係を示す図である。
【図７】失火開始燃料噴射時期と燃料のセタン価との関係を示す図である。
【図８】第２の実施例における内燃機関の概略構成を示す図である。
【図９】第２の実施例における内燃機関の他の構成例を示す図である。
【符号の説明】
【００８６】
　　１・・・・・内燃機関
　　２・・・・・気筒
　　３・・・・・燃料噴射弁
　　４・・・・・吸気通路
　　７・・・・・排気通路
　　９・・・・・ＥＧＲ通路
　　１０・・・・ＥＧＲ弁
　　１１・・・・ＥＧＲクーラ
　　１２・・・・吸気絞り弁
　　１３・・・・ＥＣＵ
　　１６・・・・クランクポジションセンサ
　　９０・・・・サブＥＧＲ通路
　　９１・・・・サブＥＧＲ通路
　　９２・・・・サブＥＧＲ通路
　　９３・・・・サブＥＧＲ通路
　　９４・・・・サブＥＧＲ通路
　　１００・・・サブＥＧＲ弁
　　１０１・・・サブＥＧＲ弁
　　１０２・・・サブＥＧＲ弁
　　１０３・・・サブＥＧＲ弁
　　１０４・・・サブＥＧＲ弁
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